
 医療法⼈社団 加⾳     瀬⽥⻄クリニック（介護予防）訪問リハビリステーション重要事項説明書 

      ＜2024年6⽉1⽇現在＞ 

 １． 医療法⼈社団 加⾳ 瀬⽥⻄クリニック 訪問リハビリステーションの概要 

      事業所の名称︓医療法⼈社団 加⾳ 瀬⽥⻄クリニック 訪問リハビリステーション 

       事業所の種類︓訪問リハビリテーションおよび介護予防訪問リハビリテーション事業所 

     介護保険指定番号︓ 滋賀県 2510107804 号 

     住所  滋賀県⼤津市瀬⽥3丁⽬37-9 

     電話  077-545-5255   FAX   077-574-7500 

     実施地域︓⼤津市（⻑等・逢坂・中央・平野・膳所・富⼠⾒台・晴嵐・⽯⼭・南郷・⽥上・上⽥    

        上・瀬⽥・瀬⽥南・瀬⽥東・瀬⽥北）および草津市（志津南・⽮倉・⽼上・⽟川・南笠東） 

         とさせていただきます。 （他地域 応相談） 

    事業⽬的︓要介護状態⼜は要⽀援状態にある者に対し、適正なサービス【訪問リハビリテーション及び介 

         護予防訪問リハビリテーション（以下リハビリテーションという）】を提供することを⽬的と 

         致します。 

    運営⽅針︓（1）サービスの従事者は、要⽀援者・要介護者が、可能な限りその居宅において、利⽤者の 

         有する能⼒に応じ⾃⽴した⽇常⽣活を営むことが出来るよう、利⽤者の居宅において、⽣活 

         機能の維持⼜は向上を⽬指し、理学・作業・⾔語療法、その他必要なリハビリテーションを 

         ⾏う事により、⼼⾝の機能・維持回復に努めます。 

         （2）利⽤者の要介護・要⽀援状態の軽減もしくは悪化の防⽌⼜は要介護・要⽀援状態となる 

         ことの予防に資するよう、リハビリテーションの⽬標を設定し、計画的に⾏います。 

         （3）利⽤者の意思及び⼈格を尊重し、利⽤者の⽴場に⽴ったサービスの実施に努めます。 

         （4）サービスの実施にあたっては居宅介護⽀援事業者、その他保健医療サービス⼜は福祉  

         サービスを提供する者と密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的 

         なサービスの提供に努めます。 

  職員体制︓ 

 職種  職員数  職務内容 

 管理者  1名 
 所属職員を指導監督し、適切なサービスの運営が⾏われるように統 
 括します。  医師  1名以上 

 理学療法⼠ 
 作業療法⼠ 
 ⾔語聴覚⼠ 

 1名以上 

 （1）サービス担当者会議への出席等により、居宅介護⽀援事業者と 
 連携を図ります。 
 （2）医師及び理学療法⼠、作業療法⼠、⾔語聴覚⼠が協同し、リハ 
 ビリテーションに関する解決すべき課題の把握とそれに基づく評価 
 を⾏い、訪問（介護予防）リハビリテーション計画を作成します。 
 計画作成にあたっては、利⽤者、家族に説明し、利⽤者の同意を得 
 ます。作成した計画は利⽤者に交付します。 
 （3）訪問リハビリテーション計画に基づき、サービスを提供しま 
 す。 
 （4）常に利⽤者の病状、⼼⾝の状況、希望及びその置かれている環 
 境の的確な把握に努め、利⽤者に対し適切なサービスを提供しま 
 す。 
 （5）それぞれの利⽤者について、リハビリテーション計画に従った 
 サービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作 
 成するとともに、医師に報告します。 



 営業時間︓⽉〜⼟曜⽇ 9︓00〜18︓00 ※国⺠の祝⽇・振替休⽇・年末年始(12/30午後  〜1/3）・ 

        他当院の定める⽇を除く 

          ※ただし、サービス提供時間は、9︓00より事業所を出発しご⾃宅を訪問し、18︓00までに業務 

      終了となる為、そのサービス提供時間は、サービスを提供する区域によって、移動時間を考慮 

      させていただきます。 

 受付時間︓⽉〜⼟曜⽇ 9︓00〜18︓00 ※国⺠の祝⽇・振替休⽇・年末年始（12/30午後〜1/3）・ 

       他当院の定める⽇を除く  

 ２． サービス内容と利⽤料⾦ 

 （1）サービス内容について 

 ご⾃宅まで訪問し、サービスを提供致します。サービスに要する時間は原則として４０分です。 

 事業所で⾏う指定訪問（介護予防）リハビリテーションは、計画的な医学的管理を⾏っている主治医の指⽰に 

 基づき、⼼⾝の機能回復を図るため、リハビリテーションの⽬標と具体的なサービス内容を記載した訪問リハ 

 ビリテーション計画書を作成するとともに、リハビリテーション計画の療養上必要な事項について利⽤者⼜は 

 その家族に対し、指導⼜は説明を⾏うとともに、適切なリハビリテーションを提供致します。 

 ※「サービスに要する時間」は、サービスを実施するために定められた標準的な所要時間です。 

   移動時間は含んでおりません。 

 （2）利⽤料⾦について 

 （負担割合1割の場合） 

     サービスに要する時間  ２０分  ２０分 
 サービス内容  理学・作業・⾔語療法  介護予防理学・作業・⾔語療法 
 サービス利⽤料⾦（１０割）  ３，２４９円  ３，１４３円 
 介護保険から給付される⾦額（９割）  ２，９２４円  ２，８２８円 
 サービス利⽤に係る⾃⼰負担額  ３２４円  ３１４円 

      （負担割合2割の場合） 
     サービスに要する時間  ２０分  ２０分 
 サービス内容  理学・作業・⾔語療法  介護予防理学・作業・⾔語療法 
 サービス利⽤料⾦（１０割）  ３，２４９円  ３，１４３円 
 介護保険から給付される⾦額（８割）  ２，５９９  円  ２，５１４  円 

 サービス利⽤に係る⾃⼰負担額  ６４９円  ６２８円 

   
    （負担割合３割の場合） 
     サービスに要する時間  ２０分  ２０分 
 サービス内容  理学・作業・⾔語療法  介護予防理学・作業・⾔語療法 
 サービス利⽤料⾦（１０割）  ３，２４９円  ３，１４３円 
 介護保険から給付される⾦額（７割）  ２，２７４円  ２，２００円 
 サービス利⽤に係る⾃⼰負担額  ９７４円  ９４２円 



 ＜訪問リハビリ＞ 
 加算項⽬  ⾃⼰負担額（1割）  ⾃⼰負担額（2割）  ⾃⼰負担額（3割） 
 退院時共同指導加算 
 （退院時1回を限度）  1回に限り633円加算  1回に限り1.266円加算  1回に限り1.899円加算 

 短期集中リハビリテーション実施加算 
 認定⽇⼜は退院・退所から3ヶ⽉以内 
 の場合 
 （週2回、1⽇当たり20分以上実施） 

 1⽇の訪問につき211円加算  1⽇の訪問につき422円加算  1⽇の訪問につき633円加算 

 認知症短期集中リハビリテーション実 
 施加算 
 退院（所）⽇⼜は訪問開始⽇から起算 
 して３⽉以内の期間 
 （1週に2⽇を限度） 

 1⽇の訪問につき253円加算  1⽇の訪問につき506円加算  1⽇の訪問につき759円加算 

 リハビリテーション 
 マネジメント加算 イ  1ヶ⽉につき189円加算  1ヶ⽉につき379円加算  1ヶ⽉につき569円加算 

 リハビリテーション 
 マネジメント加算 ロ  1ヶ⽉につき224円加算  1ヶ⽉につき449円加算  1ヶ⽉につき674円加算 

 ⼝腔連携強化加算  1ヶ⽉につき52円加算  1ヶ⽉につき105円加算  1ヶ⽉につき158円加算 
 移⾏⽀援加算  1⽇の訪問につき17円加算  1⽇の訪問につき35円加算  1⽇の訪問につき53円加算 

 サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  1回につき6円加算  1回につき12円加算  1回につき18円加算 

 サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  1回につき3円加算  1回につき6円加算  1回につき9円加算 

 ⾼齢者虐待防⽌措置未実施減算  1回につき3円減算  1回につき6円減算  1回につき9円減算 

 ＜介護予防リハビリ＞ 
 加算項⽬  ⾃⼰負担額（1割）  ⾃⼰負担額（2割）  ⾃⼰負担額(３割) 
 退院時共同指導加算 
 （退院時1回を限度）  1回に限り633円加算  1回に限り1.266円加算  1回に限り1.899円加算 

 短期集中リハビリテーション実施加算 
 認定⽇⼜は退院・退所から3ヶ⽉以内 
 の場合 
 （週2回、1⽇当たり20分以上実施） 

 1⽇の訪問につき211円加算  1⽇の訪問につき422円加算  1⽇の訪問につき633円加算 

 認知症短期集中リハビリテーション実 
 施加算 
 退院（所）⽇⼜は訪問開始⽇から起算 
 して３⽉以内の期間 
 （1週に2⽇を限度） 

 1⽇の訪問につき253円加算  1⽇の訪問につき506円加算  1⽇の訪問につき759円加算 

 移⾏⽀援加算  1⽇の訪問につき17円加算  1⽇の訪問につき35円加算  1⽇の訪問につき53円加算 

 ⼝腔連携強化加算  1ヶ⽉につき52円加算  1ヶ⽉につき105円加算  1ヶ⽉につき158円加算 

 サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  1回につき6円加算  1回につき12円加算  1回につき18円加算 

 サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  1回につき3円加算  1回につき6円加算  1回につき9円加算 

 ⾼齢者虐待防⽌措置未実施減算  1回につき3円減算  1回につき6円減算  1回につき9円減算 

 12ヶ⽉越減算  1回につき31円減算  1回につき63円減算  1回につき94円減算 

 ※  訪問リハビリを受けて頂くには、最⻑３ヶ⽉に１回当クリニック医師による診察を受けていただき、訪問リ 

 ハビリテーションの指⽰書を書かせていただく必要がございます。 

 ※かかりつけ医（往診医）がおられる場合は、診療情報提供書代として別途⽂書料が発⽣する場合がございま 

 す。 

 ※特定疾患医療受給者証などをお持ちの場合は、利⽤料が減免されることがあります。 



 ★理学・作業療法⼠、⾔語聴覚⼠が⼼⾝機能の維持・回復を⽬的に、ご利⽤者様に適した訓練プログラム 

 を作成・実施し、また、ご家族様への必要な助⾔・指導もさせて頂きます。なお、  悪天候、⾃然災害等  にお 

 ける基幹道路の通⾏規制やその他交通事情により移動の困難な場合、ご利⽤中⽌をお願いすることがござ 

 います。 

 ★リハビリ担当者の体調不良若しくは⼈事異動等により療法⼠が変更になる場合がございます。 

 ３． お⽀払い⽅法 

    事業所は前項に定めるサービス利⽤料⾦を１ヶ⽉毎に計算しご利⽤者様に請求させて頂きます。ご利⽤ 

 者様は、サービス利⽤⽉の翌⽉に指定の⼝座より⾃動引き落としとさせて頂きます。お⽀払い確認の 

 後、領収書を発⾏致させて頂きます。 

    なお、⽉100円をシステム⼿数料として、サービス利⽤料⾦と併せて引き落とさせていただきます。 

 ４． サービスの提供にあたって 

 （１） サービスの提供に先⽴って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者証、要介護認定の有無及 

 び要介護認定の有効期間）を確認させて頂きます。また介護保険負担割合証・後期⾼齢者医療被保険者証等、 

 その他の証書類も確認させていただきます。証書類の内容に変更があった場合は速やかにお知らせください。 

 （２）利⽤者が要介護認定を受けていない場合は、利⽤者の意思を踏まえて速やかに当該申請が⾏われるよう 

 必要な援助を⾏います。また居宅介護⽀援が利⽤者に対して⾏われていない等の場合であって、必要と認めら 

 れるときは、要介護認定の更新の申請が遅くとも利⽤者が受けている要介護認定の有効期間が終了する３０⽇ 

 前にはなされるよう、必要な援助を⾏うものとします。 

 （３）医師及び理学療法⼠、作業療法⼠⼜は⾔語聴覚⼠は、医師の診療に基づき、利⽤者⼜は家族に説明し、 

 同意を得た上で、訪問リハビリテーション計画を作成します。作成した計画は利⽤者に交付します。 

 （４）サービス提供を⾏う職員に対する、サービス提供に関する具体的な指⽰や命令は、全て当事業所が⾏い 

 ますが、実際の提供にあたっては、利⽤者の⼼⾝の状況や意向に⼗分な配慮を⾏います。 

 ５． サービスの終了⽅法 

 （１） ご利⽤者様のご都合でサービスを終了する場合 

 サービス終了を希望する⽇の１週間前までに、⽂書でお申し出下さい。 

 （２） 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

    ⼈員不⾜等、やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させて頂く場合がございます。     

     その場合は、終了１ヶ⽉前迄に、⽂書にて通知させて頂きます。 

 （３） ⾃動終了 

    以下の場合には、双⽅の通知が無くても、⾃動的にサービスを終了させて頂きます。 

 ★ ご利⽤者様が⼊院または介護保険施設に⼊所され、その期間が1ヶ⽉を超え、なお退院または退所 

     の⽬途が⽴たない場合 

 ★ 介護保険給付でサービスを受けていたご利⽤者様の要介護認定区分が、⾮該当（⾃⽴）と認定 

     された場合 

 ★ ご利⽤者様がお亡くなりになられた場合 



 （４） その他 

    ★ 当法⼈が正当な理由無くサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、ご利⽤者様ご家族様 

 等に対して社会通念を逸脱する⾏為を⾏なった場合、または当事業所が破産した場合、ご利⽤者様 

 は⽂書で解約を通知することによって即座にサービスを終了して頂けます。 

 ★ 未納料⾦の⽀払催告⽇より２週間以内に⽀払われない場合、ご利⽤者様が正当な理由無くサービ 

     スの中⽌をしばしば繰り返した場合、ご利⽤者様またはそのご家族様、事業者やサービス従業者 

     または他のご利⽤者様に対して、この契約を継続し難いほどの背信⾏為を⾏なった場合は、即座   

     に契約を終了させて頂く場合もございます。 

 ★ リハビリ中やリハビリ前後において症状が普段と異なる場合は速やかに担当者にお知らせください。 

 ★  ⼼⾝の状態によっては、リハビリを実施できない場合があります。 

 ★ 状態の変化による中断の可能性があります。 

 ★ 感染症と思われる症状（発熱・下痢・嘔吐・咳等）がある場合や体調が思わしくない場合は、蔓延予 

 防のため、リハビリを実施できない場合があります。 

 ★ 受診勧奨をさせていただく場合があります。 

 ★ リハビリ内容は⼼⾝機能を評価の上実施します、必ずしもご利⽤者様の要望に添えない場合も 

 ございます。また、当⽇の症状に応じて、実施内容、時間が異なる場合があります。 

 ★ リハビリは細⼼の注意を払いながら実施しますが、⾼齢者や⻑期臥床の⽅等におかれましては、 

  予期せぬ事態（服薬や⾻粗鬆症等による⾻折、⼼疾患の急変等、脳⾎管障害の発症）の発⽣の危険性 

  があります。 

 ★ 重度の⼼疾患の⽅の場合、リハビリ実施をお断りさせて頂くことがあります。 

 ★ ⾔語聴覚⼠による嚥下訓練を実施する場合、誤嚥性肺炎発症、窒息発⽣等の危険性があります。 

    ★ ３ヶ⽉に１回以上の頻度でリハビリテーション計画の更新および説明をさせていただきます。 

  ご利⽤者様本⼈が計画書に署名できない場合は、ご家族様に署名をお願いいたします、またかかりつ 

  け医および担当ケアマネジャー等には内容を報告させていただきます。 

 ６． 緊急時の対応⽅法 

     サービス提供中に容態の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医・救急隊・親族・ 

 居宅介護⽀援事業者等へ連絡させて頂きます。 

 また、訪問リハビリテーション申込書のかかりつけの医療機関に搬送不可の場合は救急隊の指⽰に従 

 うこととさせて頂きます。 

 ７．苦情の受付 

  （１）当事業所における苦情の受付 

     当事業所に対する苦情やご相談は、以下の専⽤窓⼝で受け付けております。 

     ○苦情受付窓⼝（担当者） 訪問リハビリステーション 管理者   

     ○受付時間  ⽉曜⽇〜⾦曜⽇（９︓００〜１８︓００）℡ ０７７－５４５－５２５５ 

    （２）⾏政における介護に対する苦情・相談窓⼝ 

       ○⼤津市役所 健康保険部 介護保険課    ＴＥＬ ０７７-５２８-２７５３ 

       ○国⺠健康保険団体連合会              ＴＥＬ ０７７-５１０-６６０５       
       ○滋賀県社会福祉協議会 運営適正化委員会      ＴＥＬ ０７７-５６７-４１０７ 

       ○草津市役所 健康福祉部 介護保険課     介護保険グループ      ＴＥＬ ０７７-５６１-２３６９ 



 ８．秘密の保持と個⼈情報の保護・情報の利⽤ 

 【利⽤者及びその家族に関する秘密の保持について】 

 （１）事業者は、利⽤者⼜はその家族の個⼈情報について厚⽣労働省が策定した「医療・介護関係事業者にお 

 ける個⼈情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び「個⼈情報保護マニュアル」を遵守し、適切な取り扱 

 いに努めるものとします。 

 （２）事業所及び事業者の使⽤する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供上で知り得た利⽤者⼜は 

 その家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

 （３）この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後も継続します。 

 （４）事業者は、従業者に、業務上知り得た利⽤者⼜はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間 

 及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を従業者との雇⽤契約の内容とします。 

 【個⼈情報の保護・利⽤について】 

 当事業所が介護サービスの提供に関し、下記の利⽤⽬的および利⽤条件のため、必要最低限の範囲内で個⼈情 

 報を取得、管理、第三者への提供を致します。 

 （１）利⽤⽬的  

 ①訪問リハビリテーション計画⼜は介護予防訪問リハビリテーション計画を⽴案し、円滑にサービス 

 が提供される様に実施するサービス担当者会議等への情報提供のため。 

 ②医療機関、福祉関係事業者、介護⽀援専⾨員、介護サービス事業者、⾃治体（保険者）、その他社 

 会福祉団体等との連絡調整のため 

 ③医療サービスの利⽤を希望している場合、⼜は主治医等への意⾒を求める必要がある場合 

 ④当事業所内におけるカンファレンスのため 

 ⑤⾏政の開催する評価会議、サービス担当者会議等への情報提供のため 

 ⑥緊急時における連絡等の場合 

 ⑦その他サービスの提供に必要な場合 

 （２）利⽤条件 

     ①個⼈情報の提供は、必要最低限とし、サービスの提供に係る⽬的以外には決して利⽤しないこと。 

     ②サービスの利⽤に伴う契約の締結前から提供終了後においても、第三者に漏らさないこと。 

     ③個⼈情報を利⽤した会議を開催する場合には、出席者を明⽰して会議の内容、経過を記録し、 

  開⽰の要請があれば、速やかに提⽰すること。 

 9．事故発⽣時の対応⽅法について 

  利⽤者に対する訪問リハビリテーションの提供により事故が発⽣した場合は、市町村、当該利⽤者の家族、 

 当該利⽤者に係る居宅介護⽀援事業所等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。 

  また利⽤者に対する訪問リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発⽣した場合には、損害賠償を 

 速やかに⾏います。 

 10．⼈権擁護・虐待の防⽌について 

  事業者は、利⽤者等の⼈権の擁護・虐待の防⽌等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

 （１）虐待防⽌に関する責任者を選定しています。 

  虐待防⽌に関する責任者︓理事⻑ 

  虐待防⽌に関する担当者︓管理者 



 （２）成年後⾒制度の利⽤を⽀援します。 

 （３）苦情解決体制を整備しています。 

 （４）従業者に対する虐待防⽌を啓発・普及するための研修を実施しています。 

 （５）サービス提供中に、当該事業所従業者⼜は養護者（現に養護している家族・親族・同居⼈等）による虐 

 待を受けたと思われる利⽤者を発⾒した場合は、速やかに、これを居宅介護⽀援事業者（必要に応じて⾏政） 

 に報告致します。 

 11．⾝体の拘束等 

  事業者は、原則として利⽤者に対し⾝体拘束を⾏いません。但し、⾃傷他害のおそれがある等の緊急やむを 

 得ない場合は、要件の確認等を極めて慎重に⾏った上で、⾝体拘束もしくは⾏動を制限する⾏為を⾏うことが 

 あります。 

  この場合には、様態及び時間、その際の利⽤者の⼼⾝の状況、緊急やむを得なかった理由を記録させていた 

 だきます。また当該記録に関しては2年間保管致します。 

 12．感染症対策・衛⽣管理 

 【感染症対策】 

  事業者は、発症が予測される感染症に対し、すべての職員が同じ⼿順で対策が⾏われるように感染症対策 

 マニュアルを作成しています。感染症の予防及びまん延の防⽌のために、次に掲げる措置を講じます。 

  ①感染症の予防及びまん延防⽌のための対策を検討する委員会を6ヶ⽉に1回以上開催するとともに、その 

 結果を従業者に周知徹底しています。 

  ②感染症の予防及びまん延防⽌のための指針整備をしています。 

  ③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防⽌のための研修並びに訓練を定期的に実施します。 

 【衛⽣管理】 

  ①従業者等の清潔の保持及び健康状態について次に掲げる通り必要な管理を⾏います。 

   ・出勤時の検温 

   ・感染対策マニュアルに沿った標準予防策及び疾患別対策に沿った感染経路別予防策の実施 

  ②事業所の設備及び備品等について、衛⽣的な管理に努めます。 

 13．業務継続計画の策定等について 

  感染症や⾮常災害の発⽣時において、事業所のサービス提供を継続的に実施するための、及び⾮常時の体制 

 で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

  ①職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 

  ②定期的に業務継続計画の⾒直しを⾏い、必要に応じて業務継続計画の変更を⾏います。 

 14．⾮常災害時対策 

  ⾮常災害に備えて、対策を⾏うために前項13における業務継続計画を作成し、⾮常災害時の関係機関の⼀覧 

 の作成、連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知致します。 

 15．ハラスメント対策 

  事業所の適切なハラスメント対策を強化する観点から、男⼥雇⽤機会均等法等におけるハラスメント対策に 

 関する事業者の責務を踏まえ、適切なハラスメント対策を⾏います。 



 16．⾝分証携⾏義務 

  指定訪問リハビリテーションを⾏う者は、常に⾝分証を携⾏し、訪問時及び利⽤者⼜は利⽤者の家族から提 

 ⽰を求められたときは、いつでも⾝分証を提⽰します。 

 17．留意事項 

  サービスの提供にあたって、以下の⾏為は⾏いません 

 ①営利⾏為、宗教の勧誘、特定の政治活動 

 ②利⽤者⼜は家族からの⾦銭、預貯⾦通帳、証書、書類などの預かり 

 ③利⽤者⼜は家族からの⾦銭、物品、飲⾷の授受 

 18．暴⼒団等排除 

  ①事業所を運営する法⼈の役員及び管理者その他の従業者は、暴⼒団員（暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌ 

 に関する法律（平成3年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴⼒団員をいう。次項について同じ。）で 

 あってはならない。 

  ②事業所はその運営について、暴⼒団員の⽀配を受けてはならない。 

        年     ⽉    ⽇ 

 指定訪問リハビリテーションおよび介護予防訪問リハビリテーションの提供の開始に際し、本書⾯に 

 基づき重要事項の説明をさせていただきました。 

 医療法⼈社団 加⾳ 瀬⽥⻄クリニック 訪問リハビリステーション 

 説明者     サービス提供責任者   古川 直道            ㊞ 

 私は、本書⾯に基づいて事業者から重要事項の説明を受けました。 

 ご利⽤者様 

     

      住所                     ℡ （     ）   －          

     

      ⽒名                ㊞ 

 ご家族様（代理者様） 

     

      住所                     ℡ （     ）   －          

     

      ⽒名                ㊞ 

  （ご利⽤者様との続柄         ） 

 この重要事項説明書は、厚⽣労働省令第３７号（平成１１年３⽉３１⽇）第８条および厚⽣労働省令第３５号 

 （平成１８年３⽉１４⽇）第８２条の規定に基づき、利⽤申し込み者様⼜はそのご家族様への重要事項の説明 

 のために作成したものです。 


